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令和７年３月 

 

公益財団法人 がん研究振興財団 

 



１．ごあいさつ （理事長 堀田 知光） 

令和３年１０月に当財団ホームページ上に開設した“患者本位の「がん治験情報サイト」”

につきましては、①信頼できる最新の治験情報の提供、②がん患者・家族にも理解可能な平

易な表現、③作用機序等の追加情報の提供等をコンセプトに運用を進めてきたところです。

令和５年度までに全がん種（領域）の企業治験に関する基本情報の登録を完了すると共に、

医療機関ごとの企業治験情報の検索が可能となる「総合検索情報システム」機能を追加する

などして、検索利便性の向上に努めて参りました。 

 さらに、令和６年度にはサイト・レイアウトを全面リニューアルすると共に、①小児・AYA

世代など企業治験数の少ない領域での医師主導治験情報等の提供、②フリーワード検索機能

の搭載による検索の効率化、③用語集やリンク集の充実等、一層の機能拡充を図ったところ

です。 

 こうした検索機能の向上に伴い、当サイトへのアクセス数も着実に増加し、直近のデータ

では毎月約３万件の延べアクセス件数を記録（実アクセス人数は約３千人／月）し、がん患

者・家族等に幅広く活用されている状況がうかがえます【グラフ参照】。これにより患者が

身近な医療機関で治験に参加する機会が増大し、治験症例数の確保、承認申請の迅速化が図

られることで、新薬の市場投入の促進及び多くのがん患者にとっての治療選択肢の拡大も期

待できるものと考えます。 

令和７年度事業に関しては、令和６年度に患者団体により実施された治験等情報サイトの

実態調査結果を踏まえ、更なる利便性の向上を図ることで患者・家族の期待に応えられるシ

ステム構築に努めて参ります。 

令和５年３月に閣議決定された「第４期がん対策推進基本計画」においては、がん医療分

野別目標「新規医薬品、医療機器及び医療技術の速やかな医療実装」の個別目標として「が

ん患者が十分な情報を得て治療を選択でき、治験へ参加できること等を可能とする」ことを

目指すとされておりますことから、今後患者関係者からの治験参加への期待は更なる高まり

を見せるものと考えられます。こうした期待に応えられる情報システムの拡充を今後とも図

って参りますことから、企業の皆様方には一層のご理解・ご支援を賜りますようお願い申し

上げます。 

 

 

２．寄付事業の概要 

 

（１）事業の名称 

がん情報提供支援事業（“患者本位の「がん治験情報サイト」”運営事業） 

 

（２）目 的 

科学的根拠に基づく情報を迅速に提供するため、企業治験情報をはじめ医師主導治

験や特定臨床研究などの臨床試験情報を、“患者本位の「がん治験情報サイト」”を

通しがんの患者・家族及び医療関係者等に提供する。 



 

（３）事業主体者 

公益財団法人 がん研究振興財団 

 

（４）令和７年度 患者本位の「がん治験情報サイト」運営事業実施計画 

１）基本情報システム 

   ・全がん種の企業治験情報の定期的な更新（４半期単位） 

２）総合検索情報システム 

   ・小児がん・AYA世代のがんに関する医師主導治験及び特定臨床研究情報の定期的

な更新（２か月単位） 

   ・患者団体等、サイトユーザーからの要望に対応した検索システムの充実強化 

 

 

（５）事業費内訳                       （単位：万円） 

事 業 費 

支 出 科 目 金 額 摘    要 

 

委員会経費 

人件費 

システム管理費 

検索システム開発・運営費 

事務経費 

 

 

１００ 

１,５００ 

２００ 

３００ 

   １００ 

 

委員会、部会、専門委員会（謝金・旅費） 

がん情報支援センター事務局員 ３名分 

サイト運用 

検索システムの更新・改修 

運用に関わる諸費用（印刷、送料、消耗品等） 

合  計 ２,２００  

 

（６）財源構成（予定） 

 （内 訳） 

① 企業等からの寄付金   １,１００万円 

② がん研究振興財団負担  １,１００万円 

 

（７）寄付金募集（毎年度募集） 

①寄付金の取扱いについて 

ａ．寄付金の目的（がん情報提供支援事業）を指定する「特定寄付金」として毎

年募集します。 

ｂ．事業を継続するため、特定寄付事業者としてご登録頂き、ご支援ご協力をお

願いします。 

ｃ．当財団の事業は、内閣府から全事業が公益目的事業として「公益認定」を受



けており、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成１８

年法律第４９号）第５条（公益認定の基準）第４号により「公益目的事業のた

めに寄付その他の特別の利益を与える行為を行う場合はこの限りではない。」

旨利益行為から除外されております。 

 

②寄付金額について 

令和７年度の寄付募集金総額は１,１００万円ですが、金額の多少にかかわらずご

検討頂ければ幸甚に存じます。 

 

（８）募集期間 

令和７年度分は、令和７年４月１日から随時受付します。 

 

（９）税制上の措置 

当財団は「公益財団法人」の認定を得ていますので、本財団に対する寄付金は減

免税の特典が受けられます。 

 

 

 

 

※参考資料（令和７年３月３日現在） 

 

 

 


